
長野市監査委員告示第10号 

地方自治法第 199条第12項及び第 252条の38第６項の規定に基づき、長野市長、長

野市教育委員会及び長野市選挙管理委員会から措置を講じた旨の通知があったので、

同項の規定によりその内容を公表します。 

平成30年９月12日 

長野市監査委員  鈴 木 栄 一  

同     小 澤 輝 彦  

同     三 井 経 光  

同     池 田   清  



措置の通知書 

平成 29 年度 定期監査（29 監査第 179 号）分

1 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

（報告書３ページ）

１ 重点事項 

(1)収納料金の払込みを適正に行うべきもの

コピー使用料について、１万円を超える現

金を所属で保管し、数日後に指定金融機関等

へ払込みを行っていた事例、複数月分をまと

めて指定金融機関等へ払込みを行っていた事

例があった。

長野市会計事務の手引によると、コピー使

用料については、１か月ごとに（ただし収納金

額が１万円を超えた場合には速やかに）調定

し指定金融機関等へ払い込むこととされてい

る。

手引に基づき適正な収納事務をされたい。

（戸隠支所）

(2) 調定事務を適時に行うべきもの

ア 行政財産使用料について、歳入調定の手続

きが遅滞していた事例があった。

 長野市市有財産条例によると、使用料は、

使用の許可の際に使用者から徴収することと

されている。

条例に基づき、適正な調定事務をされたい。

（鬼無里支所）

（人権・男女共同参画課）

 （観光振興課）

（スポーツ課）

コピー使用料について、１万円を超える現金を

２週間後に払込みを行ったことは、収納者の認識

不足と毎日の確認不足が原因であるため、平成 29

年 11 月以降は、毎日の収納金を複数人で確認し、

１万円を超えた場合には速やかに指定金融機関

へ払い込むよう改善した。 

（戸隠支所）

歳入調定の手続きの遅滞については、職員の認

識不足が原因であった。担当内で取扱いを再確認

し、長野市市有財産条例に基づき、使用許可の際

に調定するよう改善を図った。 

（鬼無里支所）

行政財産使用料の歳入調定の手続きの遅滞に

ついては、長野市市有財産条例に「使用料は、使

用の許可の際に使用者から徴収する」と規定され

ていることを認識していなかったことにより起

きたものである。所属内で取扱いについて再確認

し、平成 30 年度からは使用許可の際に調定を行

うよう徹底し、改善を図った。 

（人権・男女共同参画課）

 行政財産使用料の使用許可に対する歳入調定

手続きの遅滞については、長野市市有財産条例

に、「使用料は、使用の許可の際に使用者から徴

収する。」と規定されていることを十分認識して

いなかったために起きたものである。指摘後は、

担当内で取扱いについて再確認をするとともに、

使用許可の際に調定を行うよう徹底し、改善を図

った。 

（観光振興課）



措置の通知書 

平成 29 年度 定期監査（29 監査第 179 号）分

2 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

イ 戸隠民舞伝習施設使用料について、納入通

知書兼納付書を発行した際に歳入調定を行っ

ていない事例があった。

調定誤りや調定漏れ防止のため、適正な調

定事務をされたい。

（観光振興課）

ウ 鬼無里就業施設の土地建物貸付料につい

て、契約書で定めている支払日を過ぎてから

調定し納付書を発行していたものがあった。

  契約書に基づき、適正な調定事務をされた

い。

（観光振興課）

(3) 物品等の管理を適正に行うべきもの 

重要物品等について、長野市財務規則に規

定されている不用決定の決裁及び備品使用簿

（備品台帳）の取消手続きがされないまま廃

棄されている事例があった。

長野市財務規則及び長野市会計事務の手引

に基づき適正に管理されたい。

また、課長等は、会計年度末に行う重要物品

等の現在高調査を確実に実施されたい。

（観光振興課）

（農業政策課）

（消防局総務課）

行政財産使用許可事務の際には、申請許可の

決裁が下りた時点で、引き続き歳入調定の手続

きを実施するよう、担当内での徹底を図り、適

正な調定事務を行う。 

 （スポーツ課）

戸隠民舞伝習施設使用料の歳入調定手続きに

ついては、月締め、期末締め等により行っていた

が、指摘後は、使用の許可及び納入通知書兼納付

書の発行と同時に歳入調定事務を行うことを確

認・徹底し、改善を図った。 

（観光振興課）

鬼無里就業施設の土地建物貸付料については、

契約書で９月末・３月末を納付期限と定めている

ことから、歳入調定事務を９月初旬、３月初旬に

前もって行うことを確認・徹底し改善を図った。

（観光振興課）

重要物品の不用決定の決裁及び備品使用簿の取

消手続き漏れについては、重要物品の廃棄時に財務

会計システムへの入力を漏らしていたことが原因

であった。 

指摘があった直後にシステム入力を行い、改善を

図った。今後、重要物品を廃棄する際はシステムへ

の入力漏れがないよう課内周知徹底し、また会計年

度末に行う重要物品等の現在高調査を実施するこ

とで改善を図った。 

（観光振興課）

 当該車両はH29.3に廃車及び廃棄処分をしてい

るが、不用決定及び備品使用簿の取消手続きが漏

れていたため、指摘を受けて速やかに備品使用簿

の取消手続きを実施し是正した。 

 また、年度末に行う重要物品の現在高調査につ

いても、是正後の状態で確実に実施した。 

（農業政策課）



措置の通知書 

平成 29 年度 定期監査（29 監査第 179 号）分

3 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

(4) 契約締結事務を適正に行うべきもの 

（報告書３～４ページ）

ア 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第５

号では、随意契約によることができるものの

一つとして、「緊急の必要により競争に付する

ことができないとき」を掲げている。また、そ

の取扱いについては、契約の手引において明

示されている。 

  屋島排水機場堆積土砂撤去業務委託は、梅

雨期の排水機場の運転に備え５月末日までに

実施したものであり、緊急の必要により競争

に付することができない場合には該当しない

にもかかわらず、緊急処理業務委託として随

意契約していたものであった。

  法令等に基づき、適正な契約事務をされた

い。

（農業土木課）

物品等の管理を適正に行うべきものについて

は、庁舎改修工事に伴い、工事担当者と施設管理

担当者間における連絡の欠如と、会計年度末に行

う重要物品等の現在高調査が確実ではなかった

ことから生じたもので、以降、担当者間における

連絡の徹底と、複数の者による確実な現在高調査

の実施により改善を図った。 

（消防局総務課）

指摘事項については、随意契約に係る「地方自

治法施行令」や「契約の手引」の認知度が低下し

たことが原因であったため、課内研修を通じて、

関係職員へ関係法令等を周知することで、改善を

図った。 

（森林農地整備課）



措置の通知書 

平成 29 年度 定期監査（29 監査第 179 号）分

4 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）

（報告書４ページ）

ウ 長野市契約規則第 28条では、随意契約の相

手方は、特別な場合を除き、有資格者名簿に登

載された者のうちから定めなければならない

とされているが、例外として、長野市物品等供

給契約の競争入札参加者の資格、審査等に関

する要綱第 12 第２項に該当する場合は、有資

格者名簿によらず契約の相手方を選定するこ

とができるとされている。

  長野駅自転車駐車場鍵保管業務において、

同要綱の規定に該当しないにもかかわらず、

有資格者名簿に登載のない者を選定し、契約

していた。

  規則等に基づき、適正な契約事務をされた

い。

（交通政策課）

(5) 規則等に基づいた補助金等交付事務を行

うべきもの 

ア 団体への補助金等のうち、各補助金交付要

綱でその提出書類を定めているものについ

て、実績報告書に添付することとされている

支払証拠書類が添付されていない事例や、支

払証拠書類とはならない請求書等が添付され

ている事例があった。

要綱に基づき、適切な事務処理をされたい。

（鬼無里支所）

（人口増推進課）

長野駅自転車駐車場は開業以来、夜間になる

と、防犯上の理由から、一部分を解放し、それ以

外の部分はシャッター等で使用できない状態に

してきた。そのため、業務終了時に管理人が近隣

の長野第一ホテルのフロントに鍵を預け、翌朝、

勤務の管理人がフロントから鍵を受領し開錠を

行っていた。 

 しかし、本駐輪場に防犯カメラを設置したこと

により、24 時間の場内の監視が可能となり、防犯

上の理由が解決されたため、平成 30 年４月１日

より、試験的に駐輪場の 24 時間全面開放を開始

した。これにより、管理人による開錠作業が管理

人室のみと大幅に縮小したことから、スペアキー

を各管理人に貸与し、第一ホテルによる長野駅自

転車駐車場鍵保管業務を廃止した。 

（交通政策課）

実績報告書に添付することとされている支払

証拠書類が添付されていないことについては、領

収書の発行が口座振替のためできないというこ

とから、口座引き落とし額を通帳と請求書にて確

認したものであるが、要綱に基づき領収書の写し

を添付することを徹底し、平成 29 年度から改善

を図った。 

（鬼無里支所）

「支払証拠書類とはならない請求書等が添付

されている事例があった」については、インター

ネットを利用してクレジットカードによる決済

の場合、領収証が発行されないことがあるため、

請求書や購入履歴を支払証拠書類として添付し

ていたが、クレジットカード会社の明細書の写し

を提出させ添付した。 

（人口増推進課）



措置の通知書 

平成 29 年度 定期監査（29 監査第 179 号）分

5 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）

イ 長野市農業振興事業（農業機械化補助金事

業）補助金について、同補助金交付要綱では、

長野県農業共済組合が実施している果樹共済

に加入していることを補助要件の一つとして

いるが、果樹共済未加入者に対し、年度末まで

に加入することを条件に、確約書を徴取する

ことで補助金を交付していた。

要綱と事業の運用実態が整合するよう、適

切な事務処理をされたい。

（農業政策課）

長野市農業振興事業（農業機械化補助金事業）

補助金の補助要件について、果樹共済に加入して

いることを補助要件の一つとしているが、果樹共

済加入の申込期間が 12～３月の期間に限定され

ていることから加入申込期間外に農業機械化補

助金交付申請を受付しても交付要件を満たすこ

とができない状況である。 

農作業の省力化と生産性の向上には農業機械

は不可欠であることから、事業運用により年度末

までに加入することを条件とした確約書を徴し

て補助金を交付していたことが要綱と整合して

いない原因であったため、長野市農業振興事業補

助金交付要綱を確約書の徴取でも補助金の交付

ができるよう改正（平成 30 年４月１日施行）し、

要綱と事業の運用実態が整合するように改善を

図った。 

（農業政策課）



措置の通知書 

平成 29 年度 定期監査（29 監査第 179 号）分

6 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）

２ 収入事項 

(1) 徴収事務を適正に行うべきもの

（報告書５ページ）

ア 行政財産の使用料は、長野市市有財産条例

に基づいて算定方法が定められているが、行

政財産（建物）使用料計算書の計算式に誤りが

あったため、適正な金額を徴収していない事

例があった。

条例に基づき、適正な金額で徴収されたい。

（地域活動支援課）

イ 行政財産貸付に係る電気使用料について

は、市有財産賃貸借契約書において、子メータ

ーにより電気使用量を計測し電気料を計算す

るものとしているが、算定に使用した電気使

用量及び料金単価が誤っていたため、契約書

で定める金額とは異なった金額を徴収してい

た事例があった。

  契約書に基づき、適正な金額で徴収された

い。

（消防局総務課）

ウ 長野市市営分収造林は、市と土地所有者と

の間で締結した分収林契約書に基づき、収益

を分収することとしている。

 伐採することとなった立木補償料について

は、契約書に定める分収割合により算出し分

収するものであるが、分収割合の錯誤により、

契約書で定める金額とは異なった金額を徴収

していた。

  契約書に基づき、適正な金額で徴収された

い。

（森林整備課）

徴収事務を適正に行うべきものについては、

平成 29 年４月 26日付け管財課長通知「行政財産

(建物)使用料計算書の訂正について」を適用した

にもかかわらず、計算方法を錯誤したことが原因

であったため、使用許可申請者あて事情を説明し

て 適正な金額での行政財産使用許可手続きを

し（平成 30 年１月 29 日）、差額を還付（平成 30

年２月 15日振込）した。 

なお、適正な金額を算定する際には、管財課で

作成した最新の使用料計算書を使用し、設定され

た計算式も含めて複数の職員が確認することで

改善を図った。 

（地域活動支援課）

徴収事務を適正に行うべきものについては、旧

庁舎から新庁舎へ移転する間の１か月分（４月

分）のみの請求であったことから、料金単価を誤

って一年間の平均単価として計算したもので、以

降、徴収事務については、正担当、副担当を指名

し、複数の者が確認することで改善を図った。 

（消防局総務課）

分収割合の錯誤により、契約書で定める金額と

は異なった金額を徴収していた件について、相手

方と定期監査以降に電話や郵送等により、連絡を

数回行う中で、平成 30 年３月 14 日に相手方よ

り、連絡があり、経緯を説明し内容をご理解いた

だき、３月 22日、差額を収納した。 

担当内においては、分収契約について、契約時

期によって分収割合が異なることの再確認を行

った。 

また、事務処理段階において、再度、契約書の

確認をしっかり行うよう徹底を図った。 

（森林農地整備課）
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平成 29 年度 定期監査（29 監査第 179 号）分
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）

エ ボブスレー・リュージュパークの使用時間

は、長野市ボブスレー・リュージュパークの設

置及び管理に関する条例施行規則において、

午前９時から午後５時までと定められてお

り、市長が特に必要と認めるときは、これを変

更することができるとされている。

  これにより、規則で定める使用時間外の使

用を許可したが、この施設使用料について、条

例では明確な定めがなかったにもかかわら

ず、通常使用の場合の１時間当たりの金額を

割り出し徴収していた事例があった。

  使用時間外の使用料について、使用実態と

整合するよう条例等を整備されたい。

（スポーツ課）

オ 住宅家賃や施設使用料、行政財産目的外使

用料について、発行された納付書に納期限が

設定されていなかった事例があった。

納付書には納期限を設定し、適切な徴収事

務をされたい。

（人権・男女共同参画課）

（観光振興課）

ボブスレー・リュージュパークの使用時間は、

長野市ボブスレー・リュージュパークの設置及び

管理に関する条例施行規則において、午前９時か

ら午後５時までと定められており、市長が特に必

要と認めるときは、これを変更することができる

とされているが、使用時間外の施設使用料につい

て、条例では明確な定めがなかったため、条例改

正を行い、一時間当たりの使用料を定めることで

改善を図った。 

（スポーツ課）

納期限の未設定については、該当者未申告によ

る家賃決定が遅れたことに起因するものである

ため、家賃決定手続きを前倒しにするとともに、

納付書の納期限欄の記載の有無については、複数

の職員で確認するチェック体制の強化により改

善を図った。 

（人権・男女共同参画課）

施設使用料の歳入調定手続きについては、発行

した納付書に納期を設定するものであるが、職員

の認識不足により、納期が設定されていなかっ

た。指摘後は、納期限の設定を行うことを確認・

徹底し、改善を図った。 

（観光振興課）



措置の通知書 

平成 29 年度 定期監査（29 監査第 179 号）分
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）

（報告書６ページ）

カ 信州新町萩野森の家の使用料については、

長野市信州新町萩野森の家の設置及び管理に

関する条例第５条の規定により、前納しなけ

ればならないとされているが、後納している

ものがあった。

条例に基づき、適正な収入事務をされたい。

（観光振興課）

(2) 債権管理を適正に行うべきもの 

・住宅新築資金等貸付金について、住宅新築資金

等償還金の滞納者に対する事務処理要領で

は、納付の意思を示しているものの一括納付

が難しい場合には分割納付を認めており、そ

の際は納付誓約書を提出させることとしてい

るが、債務者から納付誓約書を徴取していな

い事例があった。また、人事異動に伴う事務引

継ぎの不備により、滞納に関する経過の記録

が保存されていなかった。

納付誓約は債務の承認であり時効が中断さ

れる。債権の保全を確実にするためにも、分割

納付の際には納付誓約書を徴取するととも

に、滞納整理に係る関係書類を適切に保管す

るなど、債権管理を徹底されたい。

・住宅新築資金等貸付金の根拠条例である〔旧〕

長野市同和地区住宅改修資金貸付条例では、

延滞金を支払うべきことを請求することがで

きるとされているが、請求していなかった。

なお、延滞金請求においては、債務者の状況

を把握し償還能力等を考慮した事案ごとの判

断が必要となるが、判断基準は作成されてい

ない。

期限内納付者との公平性を確保する観点か

らも、延滞金の適切な請求が求められる。延滞

金請求に関する判断基準を事務処理要領で定

め、適切な徴収事務を行われたい。

（人権・男女共同参画課）

信州新町萩野森の家の使用料については、使用

の承諾を受けた者が前納しなければならないも

のであるが、本件については、参加者からの会費

等の集金が遅れたことから、使用料の納入が遅延

したものである。指摘後は、使用者に使用料の前

納について改めて依頼するとともに、職員におい

ても、条例に基づき、適正な収入事務を行うよう

確認・徹底し改善を図った。 

（観光振興課）

・現在分割納付をしている滞納者から納付誓約書

の徴取を行っている。 

また、滞納整理に係る関係書類の適切な保管に

ついては、再度書庫にある書類の調査・点検を行

い、個々の滞納者のバインダーの再整理も行うな

どして改善を図った。 

・延滞金請求に関する判断基準については、他市

の状況等を調査して、事務処理要領の制定又は改

正等について研究していく。 

（人権・男女共同参画課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）

（報告書７ページ） 

３ 支出事務

(2) 旅費の支出事務を適切に行うべきもの 

旅費について、運賃の錯誤等により鉄道賃

が支給不足となっていた事例があった。

旅費の手引に基づき、適正な支出事務をさ

れたい。

（地域活動支援課）

(3) 支出事務を適正に行うべきもの 

管理運営業務委託料の支払いについて、契

約書で支払期日を定めていたが、期日を過ぎ

て支払っているものがあった。

契約書に基づき、適正な支出事務をされた

い。

（人権・男女共同参画課）

(4) 郵便切手等の管理を適正に行うべきもの 

所属で使用する郵便切手等について、保管

枚数と受払簿が一致していないものが見受け

られた。

郵便切手等は金券であるので、定期的に残

数を確認するなど適正な在庫管理を徹底され

たい。

（農業土木課）

運賃の錯誤については、運賃改定を錯誤したこ

とが原因であったため、運賃表から鉄道の運賃を

再確認し、２月 16日開催の第 17回長野市住民自

治連絡協議会理事会分から正しい鉄運賃を適用

し、支給不足となっていた鉄道賃については、

同日、差額分を追給した。 

なお、運賃改定の際は、複数の職員で確認する

ことで改善を図った。 

            （地域活動支援課） 

 指摘事項に係る施設は、長野市内に 16か所（内

１か所は休止中）と多数在り、契約書での管理運

営業務委託料の支払期日は全て５月末日となっ

ている。そのため、当該管理運営業務委託料の請

求者が４月に変更となった場合に、事務引継等に

より請求書等の書類提出が遅れてしまうことや、

債権者変更登録に時間がかかることなどが支払

い期日の遅れに繋がっていた。今後は、各施設の

責任者（請求者）と早めに連絡を取り、時間的余

裕を持つことにより改善を図ることとした。 

（人権・男女共同参画課）

郵便切手等の管理を適正に行うべきものにつ

いては、使用者本人が管理台帳に使用枚数と残数

及び用途を記入することになっており、記入誤り

をチェックする体制がなかったことに原因があ

ったため、現在は、管理担当者を設け、払出簿に

確認日と確認印欄を追加して、定期的に使用数と

残数をチェックすることで改善を図った。 

（森林農地整備課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）

４ 財産管理事務 

施設の使用許可事務を適正に行うべきもの

ア 長野市林業者宿泊施設の使用に当たって

は、長野市林業者宿泊施設の設置及び管理に

関する条例において、市内で林業関係に就業

する単身者であることを使用の資格条件と

し、雇用主の証明書提出を使用手続きの一つ

としているが、現在の使用者についてその手

続きを経ず、使用資格条件の確認が不十分な

まま使用させていた事例があった。 

条例に基づき適正な施設使用者の選定を行

う必要があるが、実態と整合させた市営住宅

等への転換も視野に、早急に改善策を講じら

れたい。

（森林整備課）

（報告書７～８ページ）

イ 消防局が所管する長野市消防団長野第八分

団詰所について、長野市財務規則に定める行

政財産目的外使用許可事務において不適正な

事例があった。

  同詰所の使用に当たり、市と住民自治協議

会（以下、「協議会」という。）で協定書を締結

し、協議会が包括的に目的外使用許可を受け

ることで、協議会だけでなく協議会が認めた

別の団体も使用できるものとしていた。

  長野市財務規則では、使用許可を受けた団

体以外の第三者に使用させてはならないこと

を使用許可の条件としており、この協定書は

規則の規定と整合しない。

  規則に基づいた適正な使用許可事務を行わ

れたい。

（消防局総務課）

宿泊施設の申込み時に、雇用主の証明が添付さ

れていなかった２件について、使用者に雇用主の

証明の提出を求め、確認した。 

今後、申込書に提出書類一覧を設け、チェック

することで提出書類の不備をなくし、資格審査を

適正に行うように改善を図った。 

 住宅課と市営住宅等への転換について、再度協

議を行いたい。 

（森林農地整備課）

施設の使用許可事務を適正に行うべきものに

ついては、協定書締結当時、「営利目的でなけれ

ば、使用の許可を受けた団体が認めれば使用させ

てよい。」との関係課の見解を受けて、住民自治協

議会という大枠の中で使用を許可したもので、平

成 30年４月 12 日、長野市財務規則の規定と整合

しない項目について住民自治協議会と協議を行

った。 

今後も協議を重ね、協定書を改正することによ

り改善を図る。 

（消防局総務課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項）

（報告書８ページ）

５ その他の事務 

各種団体の出納事務を適正に行うべきもの

ア 職員による立替払があった。

適正な事務処理を徹底されたい。

（戸隠支所）

（商工労働課）

（観光振興課）

（いのしか対策課）

イ 収入の手続きを行わず、収支の差額で支出

する出納処理が散見された。

適正な事務処理を徹底されたい。

（地域活動支援課）

指摘事項については、団体内の担当者が立替払

いをし、当該担当者への支払いも１か月以上経過

して行ったもので、団体内の担当者及び市担当者

の認識不足が原因である。 

平成 29 年 11 月以降は、当該団体へ適正な会計

処理について周知するとともに、市担当者も認識

を新たにし、資金前渡等による適正な会計処理を

行うよう徹底した。 

（戸隠支所）

設備利用料の支出については、事前に支出方法

について確認し、必要に応じて資金前渡による支

払いを実施することとした。 

（商工労働課）

戸隠地区山岳遭難防止対策協会の出納事務に

ついては、適正な処理を行うよう再確認を実施

し、徹底をするとともに改善を図った。

（観光振興課）

 職員による立替払いについては、資金前渡処理

を行わず職員が支払後に支出の処理を行ってい

たため、今後、現金払いを行う際は、すべて、資

金前渡処理を行うこととした。また、できる限り

振込にて支払いを行うよう改善を図った。 

（いのしか対策課）

指摘の団体事務について、平成 30 年２月１日

から収入・支出を適正に処理するよう改善し、

決算においても平成 29年度の決算から改めた。

また、平成 30 年４月１日より会計を含む団体

事務を住民自治協議会へ移行したが、この際に適

正な会計処理について引継ぎを行った。 

（地域活動支援課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（意見）

（報告書９～10ページ）

１ 施設の管理・運営について

(2) 施設の使用に当たって、条例で定められて

いる市長の許可を行っていない事例があっ

た。 

条例では、施設を使用しようとする者は、市

長の許可を受けなければならないとされてい

るが、実際には、使用者は事前に申請書を施設

の管理委託者に提出しているものの、管理委

託者は申請書をまとめて所管課に送付し、所

管課は受付をするのみで、許可についての決

裁処理を行っていない。 

なお、当該施設は、平成 25 年度の定期監査

においても同様の指摘を受けているが、４年

を経た現在に至っても「管理委託者との調整

が済み次第適正な許可を行う」とし、抜本的な

改善措置はとられていない状況である。 

条例に基づき適正に運用を行うよう、早急

に改善を図られたい。 

（農業政策課）

 長野市農民館の管理・運営について、施設の管

理委託者がまとめて送付してくる申請書を農業

政策課で受付するのみで、許可に関する決裁処理

を行っていないことが原因であった。 

 条例に基づき適正に運用を行うため、平成30年

２月申請から事前に許可についての決裁処理を

行うことで改善を図った。 

（農業政策課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（意見）

（報告書９～10ページ）

２ 適正な調定・徴収事務の執行について 

書類監査を行う中で、調定手続きの遅滞や

納付書における納期限の記載漏れ、行政財産

目的外使用料の積算誤りや自動販売機の電気

代請求の根拠となる金額の確認漏れによる誤

請求など、調定・徴収事務の執行に誤りがあっ

た事例が散見された。いずれもチェック体制

が十分に機能していなかったことが一因であ

る。 

平成 29年７月、副市長を委員長とする事務

処理適正化対策委員会が設置され、全庁的な

原因等の分析・検証や再発防止策の検討、徹底

を図っている。こうした取組により、建設工事

等積算誤り及び情報処理システム関連等重大

な誤りの発生件数は、委員会設置前の４月か

ら７月までの 19件に対し、８月以降は市県民

税の過大徴収や後期高齢者医療保険料の徴収

漏れなど７件と減少してはいるものの、対策

の実効性を確保するためには今後も誤りの原

因を検証し、改善につなげていくことが必要

である。 

事務の執行が法令等に基づき適正に行われ

ることを確保するためのチェック体制の更な

る強化とともに、不正や誤りなどを未然に防

止し、発生してしまった場合にも迅速かつ適

切に対処できる体制を構築することは大変重

要である。 

地方自治法の一部改正により、首長は内部

統制に関する方針を定め、これに基づき必要

な体制を整備することが求められた。県及び

指定都市以外は努力義務とされてはいるもの

の、本市においても、事務執行の誤りによって

住民の信頼を損なうことのないよう、内部統

制システムの構築について具体的なスケジュ

ールのもと早急に調査・研究に着手されたい。

（行政管理課）

内部統制制度の導入については、都道府県と指

定都市は平成 32 年度から義務付けられ、そのほ

かの市町村は努力義務とされている。しかし、中

核市である本市は、指定都市に次ぐ都市機能を有

していることを考慮すると、研究を進めていく必

要がある。 

今後、国から内部統制制度に関する省令や方針

策定のための考え方などの詳細が示される予定

であり、こうした国の情報や他市の動向等を参考

に検討していく。 

（行政管理課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

行政監査の視点での監査

（指摘事項）

（報告書 14ページ）

所管課における実績報告の審査が不十分であっ

たもの 

(1) 要綱では、実績報告書の関係書類として、補

助事業に要した経費の支出を証明する書 類

を求めているが、領収書や通帳の写しではな

く、請求書や支払通知等が提出されていた事

例があった。 

（地域活動支援課）

(2) 補助事業に係る収支決算書の支出の部「補

助対象経費」に記載の金額が、記載誤りにより

支払証拠書類の合計額と一致していなかっ

た。

（地域活動支援課）

(1)(2)の指摘事項については、ともに書類の確

認漏れが主な原因であることから、担当職員のほ

か、複数人で書類をチェックするよう徹底するこ

とで、漏れを防ぐよう改善を図った。 

また、事業者に対しても、書類の作成・提出に

際しての注意事項を周知することで、指導を徹底

した。 

（地域活動支援課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（意見）

（報告書 15ページ）

１ 補助率及び上限額の設定について 

中山間地域において、その振興を妨げる要

因には、①不利な地形条件、②過疎化、③少子

高齢化、④雇用の場・収入の確保の難しさ、⑤

コミュニティの存続危機等があり、それらは

複雑に絡み合っている。

このような地域に本事業を活用した店舗等

の拠点ができることにより、雇用が生まれ、交

流が進み、地域の魅力を高めることで、課題の

解決につながるとの考えから、本補助事業が

設けられた。

しかし、次のような課題も見受けられた。

ア 補助率 10 分の８以内、上限 1,000 万円以内

という極めて高い水準となっているが、その

ことで事業者のリスクが減少し、かえって補

助金に依存しがちとなり、補助金終了後の自

立的・持続的経営を妨げるおそれがある。

イ 人件費、原材料費、広告宣伝費など運転資金

に多くの補助金を充ててしまうと、売上が低

迷した場合補助終了後の経営が厳しくなるお

それがある（例：人件費などの経常的経費が６

割を占めるなど）。

これらのことから、事業者が過度に補助金

に頼ることなく、事業者の自立を促進させ、補

助効果を高める観点からも、事業資金のほと

んどを補助金で賄えてしまう高い補助率や上

限額の設定を見直し、初期投資に焦点を絞る

ことで、事業開始時の事業者の背中を後押し

するような補助制度への転換を検討された

い。 

（地域活動支援課）

補助率及び上限額の設定については、事業の検

証を行う中で、平成 30 年度事業採択分から、次

のとおり現状の補助制度の見直しを行った。 

補助率・金額については、見直しを行い、補助

金の上限を 1,000 万円から 500 万円に減額、ま

た、自立性を高めるため補助率は 10 分の８以内

から、２分の１以内に引き下げた。 

補助対象経費については、これまで対象として

いた、経常的経費（光熱水費等）、親族雇用経費を

対象外とした。 

補助金の分割交付を廃止し単年度とするなど、

主に初期投資に対する補助とすることで、計画性

の高い自立した経営を促す方向に要綱を改正し、

改善を図った。 

（地域活動支援課）
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16 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（意見）

２ 補助金額の確定事務について

(1) 要綱では、消費税及び地方消費税に相当す

る額は補助対象経費としないこと（平成 26年

度はこの限りでない。）としているが、これら

を補助対象経費に含めて補助金額を確定して

いた事例があった。 

  平成27年度の実施要領改正においてこの項

目が削除されたが、年度によって金額確定の

根拠が変わるということは合理的であるとは

言えない。また、対象経費の拡大という重要な

規定については、本来実施要領ではなく、要綱

に規定すべきであった。 

  要綱に沿った適切な運用に努められたい。 

（地域活動支援課）

(2) 要綱では、各年度の事業完了後に実績報告

書及び補助事業に係る収支決算書、補助事業

に要した経費の支出を証明する書類等の提出

を求めているが、一部の事業者において、補助

対象外経費と思われるものが計上されていた

事例や、補助対象経費に計上された食材につ

いて、補助事業分と私生活分との区別が不明

確な領収書等が添付されていた事例があっ

た。 

これらは本来、所管課が事業者に十分確認

すれば起こり得ない事例である。補助金額も

大きいことから、事業完了後の確定事務は細

心の注意を払って行われたい。

（地域活動支援課）

消費税及び地方消費税額を補助対象経費とし

て一部含めていた事例については、平成 26 年度

において要領で定めたことを根拠に、消費税も対

象として取り扱ったことが原因であった。 

以後の事務取扱においては、要綱に基づき、消

費税は対象外として処理することを徹底してい

る。 

（地域活動支援課）

書類確認漏れが主な原因であることから、担当

職員のほか、複数人での書類のチェックを徹底す

ることで、漏れを防ぐよう改善を図った。 

また、事業者に対しても、書類の作成・提出に

際しての注意事項を周知することで、指導を徹底

した。 

（地域活動支援課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（意見）

（報告書 16ページ）

３ 成果の検証について 

所管課では、補助事業全体の成果として、次

のように評価している。 

ア 売上については、平成 28 年度に黒字化し

ている事業者が 11者中５者に留まってい

る。 

イ 一方で、荒廃地の整備や空き家の利用とと

もに、中山間地域の資源でもある地域の特産

物を有効利用した事業や店舗販売など、農作

物の販路の新たな受皿として農家の生産意欲

の向上につながっている。 

ウ 地域の高齢者をはじめとして、当初事業計

画の目標値を上回る70人余りが新たに雇用さ

れている。 

エ 事業者本人に加え、市外からの従業員の転

入が 10人程に及んだ。

オ 中山間地域で頑張る事業として各種マスコ

ミにも取り上げられ、地域の知名度向上や交

流人口の増加に貢献するなど、副次的な効果

も得られている。

しかし、本補助事業の本来の３つの目的（雇

用の創出、中山間地域内への経済波及、中山間

地域の課題解決）について、個々の事業者の目

標と実績を数値で客観的に比較できる報告様

式を定めておらず、また各数値の裏付け資料

を提出させていなかったため、単に事業の実

績を事業者の主観により自己評価するものと

なっていた。

このため、所管課においても、個々の事業者

が本補助事業により当初の目標に対して、年

度毎にどれだけの成果を上げることができた

かを客観的にチェックし、補助金の有効性を

検証するまでには至らなかった（平成 28年度

以降、審査委員の意見を基に一部報告様式を

追加した）。 

補助の効果を適切に把握できるよう、報告

様式や検証方法の見直しについて検討し、市

民が納得できるような成果報告となるよう改

善を図られたい。

（地域活動支援課）

 成果の検証については、平成 29 年度から本補

助事業の３つの目的達成の進捗状況を把握する

ため、当初事業計画・目標に対する実績状況を確

認する様式として、事業成果報告書を作成し、こ

れを各事業者に提出させ、当初事業計画と比べ

て、現状においてどの程度達成しているのかを報

告させることとした。 

また、各事業者の経営状況を把握する裏付け資

料として、決算書や青色・白色申告書を提出させ

ることで改善を図った。 

（地域活動支援課）
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指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（意見）

４ 事業者への支援体制について

 要綱では、補助期間中の補助事業者への支

援体制について特に規定されていないが、所

管課では年度途中に現況把握を行うととも

に、外部審査員による事業拠点への現地視察

を毎年度実施しており、その際、外部審査員が

それぞれの視点によりアドバイスを行ってい

る。

 しかし、中山間地域において展開されるビ

ジネスという特殊性に鑑み、事業の定着・発展

を促進するため、庁内関係課や支所との連携

による支援をはじめ、商工会、金融機関、企業

支援に関する専門機関など多方面からの支援

につながる体制の構築についても検討された

い。

 （地域活動支援課）

事業者への支援体制をさらに強化するため、当

課が窓口となり、外部審査員である税理士、中小

企業診断士や長野市商工会等の協力を得ながら、

必要に応じ経営指導を受ける機会を確保するこ

とで、相談体制の充実を図った。 

（地域活動支援課）
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措置の通知書 

平成 29 年度 定期監査（中期・後期）（29 監査第 179 号）分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

１ 重点項目 

(1) 収納料金の払込みを適正に行うべき

もの 

（報告書３ページ）

コピー使用料について、１万円を超え

る現金を所属で保管し、数日後に指定金

融機関等へ払込みを行っていた事例、複

数月分をまとめて指定金融機関等へ払

込みを行っていた事例があった。 

長野市会計事務の手引によると、コピ

ー使用料については、１か月ごとに（た

だし収納金額が１万円を超えた場合に

は速やかに）調定し指定金融機関等へ払

い込むこととされている。 

手引に基づき適正な収納事務をされ

たい。 

(2) 調定事務を適時に行うべきもの 

（報告書３ページ）

ア 行政財産使用料について、歳入調定

の手続きが遅滞していた事例があっ

た。 

長野市市有財産条例によると、使用

料は、使用の許可の際に使用者から徴

収することとされている。 

条例に基づき、適正な調定事務をさ

れたい。 

（長野図書館 博物館）

(4) 契約締結事務を適正に行うべきもの 

（報告書４ページ）

イ 業務委託契約の指名競争入札の実

 コピー機の使用料については、収納日計簿への

記載を徹底するとともに、月末に金融機関へ払い

込むよう改善を図った。 

（戸隠公民館）

 歳入調定の手続きの遅滞については、職員の認

識不足が原因であった。所属内で取扱いを再確認

し、長野市市有財産条例に基づき、適正な歳入調

定事務を行うよう徹底し、改善を図った。 

（長野図書館）

 調定事務を適時に行うべきものについては、本

来４月１日付けで調定すべきところ、相手方から

の行政財産使用許可申請書に不備があり、書類が

整った日の日付で調定を行ってしまったもの。４

月 12日の職員会議で全職員に事務処理の流れにつ

いて、周知徹底を図った。 

（博物館）

 指摘の事例については、職員の認識不足が原因
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施に当たり、長野市契約規則第 26 条

では原則として５人以上指名すると

されているが、２人の指名により実施

していた事例があった。 

規則等に基づき、適正な契約事務を

されたい。 

（長野図書館）

(5) 規則等に基づいた補助金等交付事務

を行うべきもの 

（報告書４ページ）

ア 団体への補助金等のうち、各補助金

交付要綱でその提出書類を定めてい

るものについて、実績報告書に添付す

ることとされている支払証拠書類が

添付されていない事例や、支払証拠書

類とはならない請求書等が添付され

ている事例があった。 

要綱に基づき、適切な事務処理をさ

れたい。 

（学校教育課）

２ 収入事務 

(1) 徴収事務を適正に行うべきもの 

（報告書５ページ）

オ 住宅家賃や施設使用料、行政財産目

的外使用料について、発行された納付

書に納期限が設定されていなかった

事例があった。 

納付書には納期限を設定し、適切な

徴収事務をされたい。 

（総務課）

キ 団体が使用したコピー機の使用料

で、使用の都度徴収せず、後日まとめ

て徴収していた事例について、使用申

込書の原本を使用団体に渡し、後日使

用料を徴収する際に改めて提出させ

ていた。このため、その間の使用団体

であった。所属内で入札手続きを再確認し、長野

市契約規則等に基づき、適正な契約事務を行うよ

う徹底し、改善を図った。 

（長野図書館）

 本事案は、補助事業の遂行上、補助金の前払い

（概算払い）が必要である事業に対し、確認を一

部請求書のみで行い、補助金を確定し交付したも

のである。 

 本補助金交付要領では、長野市補助金交付規則

第 12 条の規定に基づき、概算払請求により補助金

を交付できる旨を規定しているが、概算払いにつ

いての周知及び理解が徹底されていなかったこと

が原因であったため、所属内において、改めて要

領の運用について理解を図るとともに、毎年度施

行している学校あての事前通知を見直し、必要な

支払証拠書類の提出を求めることで改善を図っ

た。 

（学校教育課）

 一部の歳入において納期限を定めることなく調

定したため、納入通知書に納期限が記載されてい

なかった。調定にあたっては地方自治法施行令で

定める納入通知書の記載事項を再確認し、適正な

歳入調定事務の執行について職員に周知を図っ

た。 

（総務課）

 団体が使用するコピー機の使用料について、使

用の都度、申込書の記入と併せて使用料を支払っ

てもらうよう、団体に周知するとともに、職員に

も徹底を図った。 

（鬼無里公民館）
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や使用枚数等の記録は控えられてい

なかった。 

こうした事務処理は、徴収漏れにつ

ながるおそれがあることから、使用申

込書は使用の都度徴取し、使用料徴収

時に突合するなど、適正な収入事務を

されたい。 

（鬼無里公民館）

(3) 適切な科目で歳入すべきもの 

（報告書６ページ）

行政財産目的外使用料については、

（款）使用料及び手数料で徴収すべきとこ

ろ、（款）諸収入としていた事例があった。

適切な収入科目で処理されたい。 

（総務課 博物館）

３ 支出事務 

(1) 時間外勤務手当の事務を適正に行う

べきもの 

（報告書７ページ）

時間外勤務手当について、勤務実績の

入力漏れや未決裁による支払不足があ

った。 

勤務命令に対しては、直接責任者によ

る実施確認に併せて、実績入力や決裁の

確認を行われたい。 

（文化財課 博物館）

（意見） 

１ 施設の管理・運営について 

 歳入科目の誤りは職員の認識不足が原因であっ

た。新たな歳入については、歳入予算を確認し適

切な科目で調定するよう職員に周知を図った。 

（総務課）

 適切な科目で歳入すべきものについては、直ち

に収入金更正処理を行った。４月 12 日の職員会議

において、全職員に対し歳入科目について周知徹

底を図った。 

（博物館）

 命令に基づき時間外勤務を実施した職員が庶務

事務システムで実施申請を入力した直後に、直接

責任者である職員が長期休業を取得したため、決

裁が滞っていたことに気が付かなかったもの。 

 関係職員に対し、毎月、庶務事務システムの「締

め処理エラー照会」業務でエラー状況の確認を行

うよう徹底を図った。 

（文化財課）

 時間外勤務命令申請は入力したものの、実施申

請が未入力だったことが原因である。管理職が定

期的に庶務事務システムの入力状況を確認するよ

う改善を図るとともに、４月 12 日の職員会議で全

職員に入力漏れのないよう周知徹底を図った。 

（博物館）
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（報告書９ページ）

(1) 地区住民により実施されている排水

路の堰掘り作業について、施設職員が出

席しない代わりに、例年施設の公費で日

本酒を購入し持参していた事例があっ

た。 

この排水路は下水道が整備され、施設

からの排水は雨水のみとなっている。堰

掘り作業への出不足金という側面をも

った本件は、当然に公費で負担すべきも

のではない。 

支出の是非及び堰掘り作業への出席

の是非について、他施設との公平性の観

点からも改めて見直されたい。 

 当該堰を管理する団体からの依頼により日本酒

を提供してきたものであるが、今回の指摘に基づ

き、団体の代表者等役員に対して、今年度以降日

本酒を提供しないこととする旨を説明した。４月

に実施された作業の際には、日本酒は持参してい

ない。今後も団体から同様の依頼があった場合に

は、引き続き説明を尽くしてまいりたい。 

（博物館）



措置の通知書 

平成29度 定期監査（29監査第179号）分 

指摘事項及び意見 措置（改善）状況 

（指摘事項） 

３ 支出事務

(4) 郵便切手等の管理を適正に行うべき

もの（報告書７ページ） 

 所属で使用する郵便切手等について、保

管枚数と受払簿が一致していないものが

見受けられた。

 郵便切手等は金券であるので、定期的に

残数を確認するなど適正な在庫管理を徹

底されたい。

（農業土木課・選挙管理委員会事務局）

 郵便切手等の管理のうち、郵便切手について

は管理が徹底されていたが、レターパックにつ

いて保管枚数と受払簿が一致していなかった。

 レターパックはサイズが大きいため、切手と

異なり一括で保管することが困難で、使用分は

事務局内、在庫分は倉庫に分けて管理せざるを

得ず、保管枚数の随時確認が難しい状況にあ

る。 

 また、選挙時に緊急的に且つ大量に使用する

必要があり、書き損じ分も発生するなどの理由

により、数の不一致が生じた。 

 このため、平成30年3月より、レターパック

の管理方法を見直し、数の把握を徹底すること

で改善を図った。 

 ① 在庫分は10枚ずつ束ね、使用分として補

  充する場合は10枚単位とする。 

 ② 書き損じ分は在庫に戻し、分けて保管す

  る 

 ③ 毎月初日に保管枚数と受払簿を確認する

（選挙管理委員会事務局）


